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Ⅰ　平成30年８月補正予算案の概要
　１　予算編成方針
　　　　平成30年７月豪雨による災害に伴い，緊急に対応する必要がある応急
　　　対策，被災者支援，災害復旧事業等を実施

　２　補正予算の規模
　（１）会計別の状況 （単位：百万円，％）

現計予算額 8月補正額 累計額 対現計予算比 対前年同期比

A B C＝（A＋B） C/A
954,408 128,235 1,082,643 113.4 110.6
636,169 18,400 654,570 102.9 98.7
238,322 0 238,322 100.0 100.3
79,916 109,835 189,751 237.4 244.0

605,485 1,366 606,851 100.2 191.2
15,354 500 15,854 103.3 170.0
8,538 668 9,205 107.8 110.0
4,791 198 4,989 104.1 110.9

60,536 2,853 63,389 104.7 106.5
30,390 102 30,492 100.3 101.6
3,920 1,397 5,317 135.6 128.2
8,762 453 9,216 105.2 100.0

17,464 901 18,365 105.2 114.0
1,620,429 132,454 1,752,883 108.2 129.3

※　百万円未満を四捨五入しているため，合計が一致しない場合がある。

　（２）公共事業の状況 （単位：百万円，％）

現計予算額 8月補正額 累計額 対現計予算比 対前年同期比

A B C＝（A＋B） C/A

補 助 事 業 38,716 16,755 55,471 143.3 146.7

直 轄 事 業 9,149 1,900 11,049 120.8 114.7
計 47,865 18,655 66,520 139.0 140.2

25,699 8,328 34,027 132.4 139.2
6,352 82,852 89,204 1,404.3 1,520.2

79,916 109,835 189,751 237.4 244.0
2,397 668 3,065 127.8 129.2
1,587 14 1,601 100.9 94.6

83,901 110,516 194,417 231.7 237.6

※　百万円未満を四捨五入しているため，合計が一致しない場合がある。

　（３）債務負担行為
　　○　一般会計　2,173百万円

　・　被災世帯に対する生活福祉資金の貸付に係る利子補給 3百万円
　・　被災世帯に対する災害援護資金の貸付に係る利子補給 23百万円
　・　被害農業者に対する経営安定・施設整備資金に係る利子補給 119百万円
　・　被害漁業者に対する経営安定・施設整備資金に係る利子補給 28百万円
　・　土木施設災害復旧事業 2,000百万円

　（４）繰越明許費
　　○　一般会計　3,240百万円

　・　緊急砂防費ほか1事業 3,240百万円

Ⅱ　専決処分報告（２件）
　　　和解に応じることについて

　・　県営住宅明渡等請求事件に係る和解（住宅課）
　　　損害賠償額の決定について【500万以下の損害賠償額の決定】

　・　交通事故（３件）（総務課：３件）

土 地 造 成

合 計

区　　　　分

災 害 復 旧 事 業

水 道 用 水 供 給

特

別

会

計

流域下水道事業費
県 営 住 宅 事 業 費

合   　 計

一
般
会
計

公
共

単 独 事 業

合    　計

工 業 用 水 道
病 院 事 業

平成30年８月臨時会付議事項の概要

災害復旧等に係る補正予算額　：　１，３２５億円

公 共 事 業
特 別 会 計

企 業 会 計

港 湾 特 別 整 備

県 営 住 宅
流 域 下 水 道

区　　　　分

一 般 会 計
一 般 事 業
職 員 給 与
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Ⅲ　補正予算の内容

　１　応急対策，被災者支援等 事業費 163億円

（単位：千円）

局　名 現計予算額 8月補正額

 ①　応急対策 108,213 13,432,109

健康福祉局 1,732 48,480

危機管理監 ─ 337,000

 ②　被災者支援 740,728 2,084,312

健康福祉局 ─ 30

健康福祉局 ─ ─

健康福祉局 ─ 26,696

区　　分 事　業　内　容

災害応急活動費
○災害救助活動に要する経費の負担
　・自衛隊派遣に係る費用負担
  ・救援物資輸送・調達

〇災害弔慰金 ≪国制度≫
　災害により死亡した人の遺族に支給
　・生計維持者500万円，その他250万円
　・国1/2，県1/4，市町1/4

〇災害援護資金貸付金 ≪国制度≫
　市町が行う貸付に対する原資の貸付
　・国2/3，県1/3
　・世帯主の療養期間が概ね１か月以上の負傷
　 の場合や住居が全壊した場合など
　 貸付限度額　150万円～350万円

〇災害障害見舞金 ≪国制度≫
　災害による負傷等により，障害が残った場合に支給
　・生計維持者250万円，その他125万円
　・国1/2，県1/4，市町1/4

○感染症の発生及びまん延が懸念される地域を対象
に，消毒及び害虫等対策を実施
≪国制度≫
　・実施主体：市町
　・国2/3，県1/3

感染症予防事業費

〇災害見舞金 ≪県制度≫
　災害により住居が全壊又は半壊した場合に支給
　・全壊　30万円，半壊　10万円
　・県10/10

災害援護資金貸付利子
補給

○災害援護資金の貸付を受け住宅の補修等を行う者の
支払利子の補給を行う市町に対し，その経費を助成（Ｈ
34～40）
　・実施主体：市町
　・利子3％を免除（県1/2，市町1/2）

災害応急救助費 健康福祉局

○災害救助法が適用された市町を対象に，緊急に必要
な物資の購入等を実施
≪国制度≫
　・避難所設置，民間借上住宅貸与，応急仮設
　　住宅供与，食品，飲料水の供給，被災者救出等
　・国1/2～9/10，県1/2～1/10

≪県制度≫
　・災害救助法適用外となる
　　全壊，半壊以外の住家被害に対するみなし仮設
　　住宅の提供
　　生活に必要な電化製品の提供
　・県10/10

106,481 13,046,629

○生活福祉資金の貸付を受け住宅の補修等を行う者の
支払利子の補給を行う市町に対し，その経費を助成
（H30～38）
　・実施主体：市町
　・利子1.5％を免除（県1/2，市町1/2）

○ボランティアの派遣等により被災者の生活支援を行っ
ている災害ボランティアセンターに要する一部経費の補
助
　・実施主体：県社会福祉協議会
                 市町社会福祉協議会
　・県10/10

災害対策費 健康福祉局

生活福祉資金貸付利子
補給

被災者生活支援事業

10,525 1,573,075

（債務 22,967） 

（債務 3,122） 
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（単位：千円）

局　名 現計予算額 8月補正額

健康福祉局 ─ 91,620

健康福祉局 ─ 173,820

健康福祉局 ─ 32,800

環境県民局
教育委員会 ─ 150,875

教育委員会 730,203 35,396

 ③　事業者支援 272,978 306,708

農林水産局 220,387 300,000

農林水産局 14,137 5,660

農林水産局 38,454 1,048

 ④　その他 ─ 498,594

環境県民局 ─ 38,874

環境県民局 ─ 200,000

土木建築局 ─ 75,000

土木建築局 ─ 184,720

1,121,919 16,321,723

被災在宅高齢者・障害者
等相談支援事業

県営住宅事業費特別会
計繰出金

○被災者の受入に伴う県営住宅の修繕や被災した県営
住宅の土砂撤去等（県営住宅事業費特別会計へ繰出）

水質環境対策事業
○府中市採石場跡地の法面復旧工事への補助
　・実施主体：府中市
　・県1/2，市1/2

○被災した沼田川流域下水道処理施設の復旧（流域下
水道事業費特別会計へ繰出）

高等学校等通学支援事
業

○鉄道の寸断により通学が困難となった生徒のための通
学支援を実施

被災者支援地域支え合い
センター構築事業

○被災者の孤立防止等のための生活相談員等による相
談・見守り支援を実施
　・実施主体：県，市町
　・国10/10

区　　分 事　業　内　容

計

○被災された在宅の高齢者・障害者への個別訪問に基
づく専門的な生活支援のアドバイスなどの相談支援に要
する経費の補助
　・実施主体：県内高齢者・障害者関係団体
　・県10/10

農業制度資金利子補給
等事業

○農業振興資金等の貸付を受け施設の再整備等を行う
被害農業者の支払利子の補給を行う市町に対し，その経
費を助成（H31～40）
　・実施主体：市町
　・県1/2，市町1/2
　・末端利率：0.2％以内

漁業金融対策費

○漁業振興資金等の貸付を受け施設の再整備等を行う
被害漁業者の支払利子の補給を行う市町に対し，その経
費を助成（H31～41）
　・実施主体：市町
　・県1/2，市町1/2
　・末端利率：0.2％以内

災害廃棄物対策
○災害廃棄物受入のため，出島処分場に仮設の搬入施
設を整備
○災害廃棄物対応に係る被災市町への専門家派遣等

流域下水道事業費特別
会計繰出金

○道路の寸断等による特別支援学校スクールバス運行
委託の変更契約等を実施

特別支援学校通学対策
費

被災者支援こころのケアセ
ンター構築事業

○被災者の災害に起因する精神的な不調への中長期的
な心のケアを実施
　・国10/10

農産物生産供給体制強
化事業

○融資等を活用し，被災した農業用機械・施設の修繕・
再整備を行う農業者に対する補助≪国制度≫
　・実施主体：市町

（債務 29,477） （債務 119,047） 

（債務 133,765） （債務 27,852） 
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　２　災害復旧事業 事業費 829億円

　（１）　補助災害復旧事業
（単位：千円）

局　名 現計予算額 8月補正額

土木建築局 2,630,000 61,713,000

農林水産局 2,140,000 19,778,501

教育委員会 15,000 472,800

4,785,000 81,964,301

　（２）　単独災害復旧事業
（単位：千円）

局　名 現計予算額 8月補正額

土木建築局 100,000 200,000

農林水産局 ─ 31,500

総務局 ─ 69,342

環境県民局 10,000 255,300

健康福祉局 ─ 101,905

商工労働局 ─ 60,145

農林水産局 10,000 66,853

警察本部 ─ 64,032

環境県民局
教育委員会 5,000 38,200

125,000 887,277

○高等技術専門校（広島，福山）

○緑化センター

○交通安全施設，警察施設

教育施設災害復旧費 ○県立広島大学，県立学校

計

農林水産施設災害復旧費 ○農地，農業用施設，林道，治山施設等

教育施設災害復旧費 ○県立学校等

計

区　　分 事　業　内　容

農林水産施設災害復旧費 ○治山施設

公共施設災害復旧費

○農業技術センター，林業技術センター

○県立美術館，縮景園，自然公園施設

区　　分

○動物愛護センター

事　業　内　容

土木施設災害復旧費 ○道路，河川，砂防施設

土木施設災害復旧費 ○道路，河川，砂防施設

（債務 2,000,000） 
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　３　災害関連事業 事業費 290億円

　（１）　一般公共事業
（単位：千円）

局　名 現計予算額 8月補正額

土木建築局 ─ 10,000,000

土木建築局 ─ 800,000

農林水産局 ─ 5,880,000

農林水産局 ─ 75,000

─ 16,755,000

　（２）　直轄事業負担金
（単位：千円）

局　名 現計予算額 8月補正額

土木建築局 965,000 400,000

土木建築局 2,111,300 1,500,000

3,076,300 1,900,000計

林地崩壊防止事業費
○再度災害や被害の拡大を防止するため，林地の保全
上必要な施設を緊急的に整備

計

区　　分 事　業　内　容

直轄砂防事業費負担金 ○国が実施する砂防災害関連緊急事業に関する負担金

直轄河川改修費等負担金 ○国が実施する応急対策に関する負担金

区　　分 事　業　内　容

災害関連緊急砂防事業
○再度災害や被害の拡大を防止するため，砂防堰堤等
を緊急的に整備

災害関連緊急急傾斜地崩壊
対策事業

○再度災害や被害の拡大を防止するため，急傾斜地崩
壊防止施設を緊急的に整備

災害関連緊急治山事業費
○再度災害や被害の拡大を防止するため，治山施設を
緊急的に整備
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　（３）　単独公共事業
（単位：千円）

局　名 現計予算額 8月補正額

土木建築局 8,303,000 3,520,000

土木建築局 2,428,000 1,200,000

土木建築局 490,000 470,000

土木建築局 322,000 120,000

土木建築局 961,161 1,301,000

土木建築局 84,164 86,400

土木建築局 102,575 10,800

農林水産局 262,347 1,080,000

農林水産局 211,152 540,000

13,164,399 8,328,200

　（４）　社会福祉施設等の復旧
（単位：千円）

局　名 現計予算額 8月補正額

健康福祉局 ─ 2,052,623

教育委員会 126,822 25,846

126,822 2,078,469計

区　　分 事　業　内　容

社会福祉施設等災害復旧費

○社会福祉施設等の復旧に要する経費の補助
　・社会福祉施設，児童福祉施設
　　国1/2，県1/4，設置者1/4　ほか
　・保健衛生施設
　　国1/2，県1/2

指定文化財保存事業費補助
金

○国・県指定文化財の復旧に要する経費の補助
　・国指定
　　国：70％，県：国残の1/3，
　　市町：国・県残の1/2，所有者：残り
　・県指定
    県：1/2，市町：1/4，所有者：1/4

計

港湾維持修繕費
○広島港出島地区等における災害発生土砂の受入や港
湾内の流木等の撤去

漁港維持修繕費 ○漁港内の浚渫，流木等の撤去

公園維持修繕費 ○県管理公園内の崩土撤去，法面処理等

小規模崩壊地復旧事業費 ○国庫補助事業で採択されない，小規模崩壊地の復旧

治山施設機能強化事業費
○災害復旧事業で採択されない，治山施設の復旧及び
異常堆積の除去等

区　　分 事　業　内　容

道路維持修繕費
○災害復旧事業で採択されない，土砂撤去等の道路啓
開

河川維持修繕費
○災害復旧事業で採択されない，河道内の堆積土砂の
除去等

砂防維持修繕費
○災害復旧事業で採択されない，修繕，砂防堰堤内の
土砂除去等

急傾斜維持修繕費 ○急傾斜地の崩土撤去等
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　４　特別会計 事業費 14億円

（単位：千円）

局　名 現計予算額 8月補正額

土木建築局 1,830,000 500,000

1,830,000 500,000

土木建築局 588,731 667,500

588,731 667,500

土木建築局 1,775,981 184,720

土木建築局 1,587,486 13,600

3,363,467 198,320

　５　公営企業会計 事業費 29億円

（単位：千円）

局　名 現計予算額 8月補正額

病院事業局 30,389,541 102,136

30,389,541 102,136

企業局 3,919,865 1,396,867

3,919,865 1,396,867

企業局 8,762,292 453,374

8,762,292 453,374

企業局 17,464,496 900,913

17,464,496 900,913

22,399,440 128,234,970

5,782,198 1,365,820

60,536,194 2,853,290公営企業会計　計　　C

計

土地造成事業会計
○流出した土砂の撤去及び法面の復旧工事等
　・本郷産業団地

計

水道用水供給事業会計
○被災した水道施設の復旧等
　・本郷取水場のポンプ設備等，河内本郷系送水管など

計

区　　分 事　業　内　容

病院事業会計
○被災した安芸津病院の復旧
　・非常用自家発電設備，厨房設備など

計

工業用水道事業会計
○被災した水道施設の復旧等
　・本郷取水場のポンプ設備等，６号トンネルなど

計

広島港臨海土地造成事業費
（港湾特別整備事業費特別
会計）

○埋立事業地である広島港出島地区及び尾道糸崎港
貝野地区に搬入された土砂の埋立

計

沼田川流域下水道建設事業
費
（流域下水道事業費特別会
計）

○沼田川流域下水道処理施設の復旧

計

県営住宅建設費
（県営住宅事業費特別会計）

○被災した県営住宅の復旧

区　　分 事　業　内　容

特別会計　計　　B

一般会計　計　　A

県営住宅維持管理費
（県営住宅事業費特別会計）

○被災者の受入に伴う県営住宅の修繕や被災した県営
住宅の土砂撤去等

国国
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Ⅳ　一般会計の状況（款別内訳）

県 税 331,358 0 331,358 30.6

地 方 消 費 税 清 算 金 103,761 0 103,761 9.6

地 方 譲 与 税 49,196 0 49,196 4.5

地 方 特 例 交 付 金 941 0 941 0.1

地 方 交 付 税 156,299 0 156,299 14.4

歳 交通安全対策特別交付金 700 0 700 0.1

分 担 金 及 び 負 担 金 5,307 76 5,383 0.5

使 用 料 及 び 手 数 料 10,610 0 10,610 1.0

国 庫 支 出 金 91,497 80,458 171,955 15.9

財 産 収 入 2,111 0 2,111 0.2

寄 附 金 18 0 18 0.0

入 繰 入 金 32,369 15,601 47,971 4.4

繰 越 金 0 0 0 0.0

諸 収 入 51,898 0 51,898 4.8

県 債 118,343 32,100 150,443 13.9

合　　　計 954,408 128,235 1,082,643 100.0

議 会 費 2,028 0 2,028 0.2

総 務 費 45,506 0 45,506 4.2

民 生 費 122,992 17,131 140,124 13.0

衛 生 費 80,177 490 80,668 7.5

歳 労 働 費 3,232 0 3,232 0.3

農 林 水 産 業 費 26,076 7,968 34,044 3.2

商 工 費 45,762 0 45,762 4.2

土 木 費 76,173 19,582 95,755 8.9

警 察 費 62,125 0 62,125 5.7

教 育 費 197,200 212 197,412 18.2

出 災 害 復 旧 費 6,352 82,852 89,204 8.2

公 債 費 152,849 0 152,849 14.1

諸 支 出 金 133,535 0 133,535 12.3

予 備 費 400 0 400 0.0

合　　　計 954,408 128,235 1,082,643 100.0

※　百万円未満を四捨五入しているため，合計が一致しない場合がある。

（単位：百万円，％）

区　　　　　　　分 現計予算額 累　計　額 構成比8月補正額
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被災者見守り・相談支援体制の構築について 
H 3 0 . 7 . 3 1 
健康福祉局 

１ 事業の目的 

豪雨災害被災者の孤立死や自殺の発生防止，並びに早期の生活再建を支援するため，見守

り支援を行うとともに，日常生活上の相談支援や生活支援，住民同士の交流機会の提供，地

域社会への参加促進，専門的な心のケアなど，被災者に対する支援を一体的に提供する体制

の構築を図る。 
 

２ 課題等 

課 題 取組の方向性 

①被災者の孤

立死，自殺の

発生防止 

・被災によって大きな精神的・身体的ストレ

スが加わり，また従来のコミュニティが崩れ

生活環境も変化することで，仮設住宅入居者

等の孤立 

96死，自殺が発生するおそれが高まる。 

・新たなコミュニティにおける

見守り活動や交流の促進 

 

・心のケアにかかる中長期的な

支援体制の確保 

②早期の生活

再建支援 

・生活環境の変化に対する相談対応や生活支

援が不十分で，要介護度の上昇や生活困窮者

の増加などにより，被災者の生活再建が遅れ

るおそれがある。 

・被災者の多様な課題や相談に

適切に対応する体制の整備 

③効果的な支

援体制の基

盤構築 

・被災者の課題を解決に導くには行政だけで

なく，各専門機関や地域で活動するボランテ

ィア団体・ＮＰＯ等との連携が不可欠だが，

関係機関・団体間の連携・調整が不十分。 

・専門機関や NPO，ボランティ

ア，民生委員等の被災者支援関

係者と連携協力・調整等を行う

体制の整備 

 

３ 事業イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災での状況（H23～H27年度） 

・仮設住宅での孤立死：202人，震災に関連した自殺：162人 

東日本大震災での被災者の要介護認定率 

・被災前（H22年度）3.4％ → 被災後（H27年度）16.2％ 

格差が顕在化し，支援なしでは仮設住宅から転居できない例が多数あり 

 

●各市町の活動支援 

・相談員への研修 

・専門職，アドバイザー派遣等 

・普及啓発活動等 

 

市町地域支え合いセンター(仮称) 

●専任の相談員による見守り・相談支援等 

・支援対象者の把握 

・訪問等による見守り安否確認 

・アウトリーチによる課題発見 

・コミュニティづくり(サロン活動)等 

県域の専門職団体

（県社会福祉士

会，介護福祉士会，

介護支援専門員協

会等） 

住民，自治会， 

民生・児童委員，

社会福祉法人， 

NPO・民間支援団体

等 

・地域包括支援センター 

・生活困窮者自立支援機関 

・在宅支援診療所 

・地域生活支援拠点（障害者） 

・デイサービス事業所 

・保育所・こども園 

・ハローワーク 等 

支援 

県地域支え合いセンター(仮称) 

連携・協力 

支援 

●被災者のこころの支援 

・相談支援 

・支援者への技術支援 

・普及啓発活動等 

県精神保健福祉センター 
(こころのケアチーム) 

 
被災者，特に配慮が必要な被災者 

避難所 仮設住宅 みなし仮設 在宅 

 保健所 

市 町 

連 携 

県こども支援チーム 

別 紙 



４ 事業内容 

 

区分 項 目 内 容 

県地域 

支え合い

センター 

（仮称） 

市町等からの

相談対応 
・市町，関係機関・協力団体からの相談対応及び情報提供 

各市町担当 

職員の人材育成 

・市町の支援担当職員に対し，必要な知識や視点などにかかる研

修を実施 

連絡会議の 

開催 

・各市町間で情報共有を図り，共通課題等について対策を検討す

る会議等を開催 

専門職・アドバ

イザーの派遣 

・各市町に対し専門的課題への対応等に向けて弁護士や司法書士

等を派遣 

市町地域

支え合い

センター

（仮称） 

現況等の調査

及び支援計画

の作成 

・戸別訪問により生活状況や健康状態等を把握 

・様々な課題を抱える被災者それぞれの状況に応じた個別支援計

画の作成 

見守り・ 

巡回訪問 
・相談員等による巡回訪問で見守り，安否確認を実施 

相談受付，専門

機関等への 

つなぎ 

・生活再建支援の総合相談窓口として，被災者の課題や困りごと

等に対応 

・生活・健康上の課題など適切な支援先へつなぐとともに関係情

報を提供 

コミュニティ

づくりの支援 

・仮設住宅団地の集会所等を利用したサロン活動の実施等被災住

民同士の交流を促進 

関係機関等と

の連携 

・地域ごとの連携会議の設置など，専門機関や自治組織，ＮＰＯ

団体等，関係団体のネットワークの中心となり，日常的に情報

交換や連絡調整を実施 

こころの

ケアチー

ム 

支援者への 

技術支援 

・事例検討会や研修会等を通じて地域支え合いセンター相談員や

その他こころのケアに携わっている人へのサポートを実施 

被災者への 

支援 

・地域支え合いセンターから，市町・保健所を通じて報告された

事例等について電話・訪問・来所により相談支援を実施 

普及啓発 
・仮設住宅，集会所等でこころの健康に係る講演会，サロン開催

の支援，パンフレット配布等の普及啓発活動を実施 

 


